
                                             ２０１３年９月１０日 

 

リサイクル料金の透明化について 

 

一般社団法人 日本電機工業会 

 

■ 複数の委員の方から「リサイクル料金の透明化」についてのご意見（あるいはご質問）

がございましたので回答させていただきます。 

 

（１） 前回の法見直し後から毎年全ての製造業者等を対象とした再商品化収支に関する家

電リサイクル法に基づく報告徴収が実施されており、指定された項目の費用につき

まして、経済産業大臣、環境大臣へ報告しております。 

2011年度分は、第 22回合同会合で公開されましたし、2012年度分は今後の合同会

合で公開されるものと思います。 

 

（２） 第 22回合同会合（平成 25年 7月 4日）にて主務省より配布されました資料『家電

リサイクルに係る費用・収入の試算について』では、リサイクル費用の内訳が細か

く調査されていますので、そちらを再度ご覧いただきたいと思います。 

 

（３） また、第 18回合同会合（平成 21年 12月 7日）にてメーカーより説明させていただ

きました資料（資料７－２）を再度配布させていただておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

特にご質問の多い、リサイクルプラントの収支構造についてですが、リサイクルプ

ラントの収入源は、『メーカーからの処理受託収入』と『処理によって得られた有価

物売却収入』の合計となります。 

『メーカーからの処理受託収入』は年 1 回、翌年度分を資源毎の相場変動や委託処

理台数等を考慮して交渉しています。 

『処理によって得られた有価物売却収入』は資源相場によって日々変動し、年間で

のリサイクルプラントの収支がプラスとなるか、マイナスとなるかはリサイクルプ

ラントの責任であります。 

資源相場の推移を表すグラフも記載していますが、特徴ある事例としまして、2008

年前半までのように中国特需があり急速な資源価格の上昇があった場合、プラント

では高い収益が上がりますが、2008年 9月のリーマンショックにより資源価格が暴

落した場合は、その反対となります。 

そして、そのような変動リスクは 1 年間の受託費契約におけるプラント責任である

という構造をご理解いただきたいと思います。 

                                                    

以上 

資料７ 



 メーカーのリサイクル収支について  

財団法人 家電製品協会  

２００９年１２月７日 

資料７（参考） 
（一般社団法人 日本電機工業会 配付資料） 



  家電リサイクル法におけるスキームとメーカーの役割概要  

排
出 

収
集
・運
搬 

再
商
品
化
等 

 

 

・適正な引渡し 

・収集、再商品化に関する費用の支払い 

排出者 

 

 

 

 ・自らが過去に小売りした対象機器 

 ・買換えの際に引取りを求められた対象機器 

小売業者 

 

 

 

 

 

 

引取義務 

市
区
町
村
等 

指定引取場所（SY） 

 

 

 

リサイクルプラント
（RP） 

 

 

 
管理会社 

 

 

 
家電メーカー 

二次物流 

処理技術開発 

監査・指導 

遵法管理 

 

 

 

業務内容は、主要なものを記入 

遵法管理 
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
券
セ
ン
タ
ー 

受入、荷下ろし 家電リサイクル券との照合 

指定引取場所から 

ＲＰへの運送  

エアコン冷媒フロン回
収 

冷蔵庫冷媒フロン回
収 

テレビブラウン管ガラスの
解体 

洗濯機手解体 

家電リサイクル券システム 
への入力・送信 

リサイクル処理技術開発事例 

 指定引取場所・二次物流 （３７９箇所） 
 ＊受入、荷下ろし   ＊庫内異物確認、除去 

 ＊品目別仕分け   ＊コンテナ管理    

 ＊家電リサイクル券との照合 (台数、品目、メーカー)     

 ＊家電リサイクル券システムへの入力・送信   

 ＊使用済み家電品の保管、管理 

 ＊車両手配  

 ＊指定引取場所からＲＰへの運送  

リサイクルプラント（４８施設） 
＊受入、荷下ろし、保管       ＊リサイクル券との照合 
＊庫内異物確認、除去   
＊品目に応じた適正な処理 
＊有用素材の回収 
 ・手解体による素材回収（プラスチック等） 
 ・破砕、自動選別による素材回収（鉄、非鉄等） 
 ・ブラウン管ガラスの高品質回収（破砕、洗浄、原材料化） 
＊環境影響物質の適正処理 
 ・プリント基板の手解体、適正排出 
 ・冷媒、断熱材フロン回収、出荷、破壊 
＊シュレッダーダスト、廃棄物の排出削減、適正処理 
＊地域社会への貢献（環境保全他）、 見学者の受入 
 （環境教育の場を提供） 
＊受入実績、処理実績の入力・報告    

家電リサイクル券センター 
＊家電リサイクル券システムの運用と引取情報の管理 
 （情報システム管理、加盟店管理：約７３，５００店） 
＊リサイクル料金の回収・メーカーへの支払い 
＊ＨＰによる情報公開、年次報告書の作成  
＊リサイクル券システムに関する各種問合せ対応 
 （排出者からの引取確認対応） 
＊「家電リサイクル券取扱優良店制度」等による 
  適正排出の啓発、推進 

 管理会社（Ａグループ１社、Ｂグループ１社） 
 ＊メーカーを代行しての委託先管理 
  （指定引取場所、二次物流、リサイクルプラント） 
  ①委託先業務・遵法管理 ：手順書の作成、監査、指導 
  ②実績管理 
  ③費用管理 
  ④契約､認定､官公庁への申請書類作成 
  ⑤メーカーへの報告 

 メーカー 
 ＊メーカー責任に基づく業務 
  ①リサイクルシステムの企画・運営（国・自治体・流通との連携および 
   情報交換、法規制への対応、業界活動展開） 
  ②リサイクルシステム適正運営業務（リサイクルプラントへの監査・指導、 
   指定引取場所への監査・指導、コンプライアンス啓発の実施） 
  ③リサイクル処理技術開発（廃棄物削減、再商品化率向上） 
   －設備開発、実証試験、品目に応じたリサイクル処理技術開発 
   （フロン回収向上技術開発、プラスチック回収・高品位化等） 
  ④新規商品のリサイクル処理技術開発 
   （ドラム式洗濯機、シクロペンタン冷蔵庫等） 
  ⑤使用済み家電品回収促進、適正処理啓発活動の展開 

素材化

解体 水槽回収

破砕設備

（粗破砕・粉砕・洗浄）
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 メーカーのリサイクル収支概要  

０ 

リサイクルプラント 

委託費 

指定引取場所・ 
二次物流委託費 

管理会社運営費 

リサイクル収支 

リサイクル料金収入 

メーカー運営費 

リサイクル券センター費 
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リサイクルプラント
受託収入 

管理費 

設備費用 

家屋・原動
費用 

ダスト処分
費用 

その他 

（固定費） 

有価物 

売却収入 

相場変動により悪化 

（ダウン時） 

 ある再商品化施設でのリサイクル収支（例） 

相場変動により良化 

（アップ時） 

委託費は年１回、翌年度分を資源毎の相場変動 

（過去数年間の推移、及び翌年度の予測）を考慮 

して交渉し、決定した委託費は変更しない。  

そのため、委託決定した年度内での、資源相場 

の高騰、下落については再商品化施設で吸収し、 

メーカーからの委託費は変更しない。 

0 
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 最近の資源相場  

銅 

ナフサ 

ｽｸﾗｯﾌﾟ鉄 

アルミ 

H20／1～H21／7 最高値 最安値 （単位) 

スクラップ鉄 60,000 2,500 円／ｔ 

銅 954 339 円／Kg 

AL 3,067 1,338 US$／ﾄﾝ 

ナフサ 86,801 21,500 円／KL 

2008年１月を１00として指数表示 
＜参考データ＞ 
アルミ ：LME価格（US$） International Monetary FundHPより 
銅 ：LME価格（円） 社団法人日本電線工業会HPより 
ナフサ ：国内価格(円） 財務省貿易統計より 
スクラップ鉄 ：特級（H2)の大阪、東京の最高値、最安値の単純平均値（円） 日刊市况通信社HPより 
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